
行財政改革待ったなし！
～持続可能な茅野市であるために～

茅野市運動公園プールの営業終了についてVol.7

施設使用料の見直しについて　その２Vol.8

「行財政改革プラン2023」 に掲げた項目の一つに、 「プールの廃止」 があります。

「茅野市公共施設再編計画」 （令和３年２月策定） のなかでも 「廃止を含めて検討」 としていましたが、

今夏の営業をもって営業の終了を予定しており、 今後閉鎖に向けた諸手続きを進めていきます。

Vol.7　茅野市運動公園プールの営業終了について

茅野市運動公園のプールは昭和52年に建設され、 46年が経過しており、

老朽化が顕著となっています。 プール躯体の塗装工事や機械設備の更新など

の大規模改修を行うには、 概算で1億円以上の費用が必要となる見込みです。

また、 プールに関する指定管理者 （運営委託者） の近年の経営状況は、 人

件費と電気料等の維持管理費に約1,300万円を要しています。 対する利用

料収入は約500万円となっており、 不足となる約800万円については市が

指定管理委託料として補填している状況です。

老朽化に伴う利用者の安全確保と利用者数も低迷しているなかでの市の財政状況を考えると、 茅野市運動公園プールを

維持していくことは困難であるため、 今夏の営業をもって閉鎖することとしました。

なお、 今夏の営業日程については 「広報ちの」 ７月号にてご案内します。

問　スポーツ健康課　☎72-8399 （直通）  ／ E-mail　sports@city.chino.lg.jp

Vol.8　施設使用料の見直しについて　 その２
広報ちの４月号の１３ページでお知らせしました 「行財政改革待ったなし！～持続可能な茅野市であるために～ Vol.6 

施設使用料の見直しについて」 で、 茅野市に公共施設の使用料や入館料を見直し、 令和７年４月から新しい使用料に改

定する予定である旨をお知らせしました。 今回は、 その中の 「使用料の減免 （減額 ・ 免除） の基本的な考え方」 をお

知らせします。

施設使用料の減免（減額・免除）の基本的な考え方

問　財政課　行革推進係　☎72-2101 （内線 168） ／ E-mail　zaisei@city.chino.lg.jp

現状と閉鎖に至った理由

● 使用料の減額

　　　使用料の減額は、 ２分の１以内を原則とします。

● 使用料の免除

　　使用料の免除は、 次に掲げるもの以外は原則行わないこととします。

　　 ・ 官公庁が主催する事業その他これらに類する公共性の高い事業

　　 ・ 諏訪地域の市町村で連携して行っている小中学校に対する入館料の免除

information

第２次茅野市環境基本計画改定（案）及び
茅野市ゼロカーボン戦略（案）のパブリックコメント （意見募集）

内容 現在、 茅野市では、 第２次環境基本計画に内包さ

れる茅野市減CO2計画 （茅野市地球温暖化対策

実行計画 （区域施策編）） に基づき、 地球温暖化対

策を推進しています。 地球温暖化の加速度的な進

行、 気候変動に伴う自然災害の増加など、 茅野市

減CO2計画策定時の想定を超える地球規模の情勢

の変化に対応するため、 第2次茅野市環境基本計

画の見直し及び令和６年度を始期とする茅野市ゼロ

カーボン戦略の策定を進めています。 この度、 計

画案がまとまりましたので、 市民の皆さんからのご

意見を募集します。

住所及び氏名 （法人その他の団体にあっては、

所在地、 名称及び代表者氏名） 並びに電話番号

を明記の上、 書面にて電子メール、 郵送、 FAX

又は茅野市役所２階環境課 ・ ゼロカーボン推進

室窓口まで持参してください。

匿名及び電話での受け付けはしていませんので、

ご了承ください。 上記の方法によることが難し

い場合は問い合わせ先までお申し出ください。

提出方法

以下のいずれかに該当する方

（1） 市内に住所を有する方

（2） 市内の事務所又は事業所に勤務する方

（3） 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

（4） 市内の学校に在学する方

（5） 市内に別荘等を有する方

対象

茅野市ホームページ、茅野市役所２階環境課・ゼ

ロカーボン推進室窓口、各地区コミュニティセン

ター、茅野市役所ベルビア店で閲覧できます。

資料閲覧

●いただいたご意見に対する考え方は、 ホーム

ページで公表します。

●個別の回答はいたしませんのでご了承ください。

●類似の意見は集約することがあります。

その他

提出期間 ５月１６日 （木）〜６月１４日 （金） 必着

野焼きは原則禁止です

法律で廃棄物の野外焼却は、原則禁止
されています

【例外として認められている焼却】

●農業のためにやむを得ないもの

●災害の予防、 応急対策または復旧のために必要なもの

●どんど焼き、 キャンプファイヤーなど地域行事など

苦情が寄せられています

毎年、 野焼きに対して 「洗濯物に臭いがついて困る」 「の

どが痛い」 といった苦情が大変多く寄せられます。

野焼きは害虫の発生を防ぐなどの効果があり、 古くから農

地などで行われてきた大切な作業ですが、 周辺へ迷惑にな

らないよう下記の例のような配慮をお願いします。

【配慮例】

（１） 風の弱い日の選択 （２） 焼却物の乾燥

（３） 焼却物を小分けにする （４） 周辺の住宅に周知する

（５） 堆肥化や燃えるごみとしての処分

問　環境課　公害衛生係　☎72-2101 （内線 264 ・ 265）

ゼロカーボン推進室　ゼロカーボン推進係　☎72-2101 （内線 272）

環境課　環境保全係　☎72-2101 （内線 262）

問
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informationinformation

令和６年度　農作業標準労賃・機械作業標準料金

令和６年度　農地の賃借料情報 令和６年度　軽自動車税 （種別割）
～車検の際に納税証明書が原則“不要”になっています～

問　税務課　諸税係　☎72-2101 （内線 180 ・ 179 ・ 192）

軽自動車税 （種別割）：４月１日現在の軽自動車等の所有者または使用者に対して年額が課税される税金です。

【 納期限 （口座振替日） …令和6年5月31日 （金） 】

軽自動車税（種別割）

車検用の納税証明書について

以下のとおり、 市が納付情報を軽 JNKS に登録します。

軽JNKS稼働により、納税証明書の提示は
原則 “不要” です

納税証明書の提示が原則不要に！

紛失しても…

軽自動車検査協会

市区町村

納税証明書

申請書類

提示
不要！

継続検査申請（OSS／OCR）

納税証明書の再交付申請 不要！

申請者

照会 回答

登録

申請書
自賠責保険等

納付情報

次の場合は納税証明書が必要になります
● 現金で納める方で、 納付後すぐに車検がある場合

 納税通知書に付属の納税証明書をご利用ください。

● 二輪小型自動車の車検の場合

 軽 JNKS の対象外車両です。

 ※口座振替で納める方には納税証明書を送付します。

● 口座振替で納める方

ハガキの納税証明書は送付しません。
市役所税務課で納税証明書の発行申請をしてくだ

さい。

●各作業の詳細については委託時に確認してください。

●※の作業については５a未満２割増

●ほ場条件(作業の難易、土質、大小等)により加減できます。

●燃料の価格により、 加減できます。

内容 今年度の農作業標準労賃と機械作業標準料金が、

農業委員会で決まりました。 労賃や料金の支払い

の際は参考にしてください。

●草刈りは刈払機 ・ 燃料代等を含みます。

●食事は、 作業者の負担としています。

●１日当たり実労働時間８時間を基準としています。

●ほ場条件等が悪い場合は、 協議して別途割増料金として

ください。

【農作業標準労賃 （１日８時間）】

【機械作業標準料金 （１０アール当たり）】

問　農業委員会事務局　☎72-2101 （内線 442）

賃金（1時間あたり）

稲　作 一般作業 948円

畑　作 一般作業 948円

草刈り 畦畔管理作業 1,800円

果　樹 せん定作業 1,490円

作業の種類

作業の種類 料　金 摘　要

耕　起（稲作・畑作） 7,700円
トラクターとロータリー
12㎝耕起を標準　※

代かき
（一番・二番とも５a未満割増）

8,200円 トラクターと代かきハロー　※

畦塗り作業１ｍあたり 77円

田植え作業 11,200円
田植え機植え付けのみ　※

側条施肥田植え1,000円増
（肥料代別）

刈取作業（バインダー） 11,500円 結束ひも含む

脱穀作業（ハーベスター） 10,300円 生脱　20％増

肥料散布（散布のみ） 3,800円
ライムソアー・ブロードキャス
ター

コンバイン 23,100円
コンバイン刈り
籾搬入及び結束ひもは別途

●農地利用集積計画 （利用権設定） による令和６年３月末時点で賃貸借がついている農地が対象

●10ａ（1,000㎡） あたり、 １年間の金額

●算出した賃料を四捨五入し100円単位とした

●物納による貸借は除く

●使用貸借 （無償による貸借） は除く

●農業用施設は除く

内容

本情報は “目安” として参考にしていただき、 実際に賃借料を設定する場合には当事者間で十分協議してください

問　農業委員会事務局　☎72-2101 （内線 442）

現況地目 調査内容 ち　の 宮　川 米　沢
豊　平
豊平泉

玉　川 泉　野 金　沢 湖　東 北　山 市内平均

最高額 15,000 16,200 23,000 10,000 10,000 7,100 11,000 20,000 14,038

平均 2,900 7,500 3,000 2,900 2,700 2,700 3,100 3,200 3,500

最低額 500 500 500 500 500 500 300 500 475

件数 121件 121件 184件 263件 152件 28件 195件 356件

最高額 26,100 10,000 12,000 20,000 8,000 15,000 10,000 15,200 14,538

平均 5,400 3,800 2,900 3,000 1,600 12,000 2,100 5,600 4,550

最低額 1,000 700 200 1,000 500 10,000 200 1,000 1,825

（単位：円）

件数 46件 31件 182件 64件 66件 4件 62件 16件

田

畑

ベルビア１階の空きスペースの利活用のアイデアおよび
一時利用者を募集します！

問　都市計画課　都市計画係　☎72-2101 （内線 532）

財政課　管財係　☎72-2101 （内線 162）

内容 茅野駅前再開発ビル「ベルビア」の１階北側の空きスペース（約 1,500 ㎡）について、

現在、 市では利活用方法の検討を進めています。

この空きスペースの利活用方法のアイデアがありましたら上記連絡先までご連絡くだ

さい。 今後の検討の参考にさせていただきます。

また、 利活用方法が決定するまでの間、 イベント等で一時利用をされたい方を募集

します。 一日単位での利用や、 部分的な利用も可能です。 料金等の詳細は、 上記

連絡先までお問合せください。

空きスペースの最寄り出入口
「ベルビア」 １階北側空きスペース「ベルビア」 １階北側空きスペース
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令和６年度　農作業標準労賃・機械作業標準料金

令和６年度　農地の賃借料情報 令和６年度　軽自動車税 （種別割）
～車検の際に納税証明書が原則“不要”になっています～
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軽自動車税（種別割）

車検用の納税証明書について

以下のとおり、 市が納付情報を軽 JNKS に登録します。

軽JNKS稼働により、納税証明書の提示は
原則 “不要” です

納税証明書の提示が原則不要に！
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軽自動車検査協会

市区町村

納税証明書

申請書類

提示
不要！

継続検査申請（OSS／OCR）

納税証明書の再交付申請 不要！

申請者

照会 回答

登録

申請書
自賠責保険等

納付情報

次の場合は納税証明書が必要になります
● 現金で納める方で、 納付後すぐに車検がある場合

 納税通知書に付属の納税証明書をご利用ください。
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 軽 JNKS の対象外車両です。

 ※口座振替で納める方には納税証明書を送付します。
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ハガキの納税証明書は送付しません。
市役所税務課で納税証明書の発行申請をしてくだ

さい。

●各作業の詳細については委託時に確認してください。

●※の作業については５a未満２割増

●ほ場条件(作業の難易、土質、大小等)により加減できます。

●燃料の価格により、 加減できます。

内容 今年度の農作業標準労賃と機械作業標準料金が、

農業委員会で決まりました。 労賃や料金の支払い

の際は参考にしてください。

●草刈りは刈払機 ・ 燃料代等を含みます。
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肥料散布（散布のみ） 3,800円
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内容 茅野駅前再開発ビル「ベルビア」の１階北側の空きスペース（約 1,500 ㎡）について、

現在、 市では利活用方法の検討を進めています。

この空きスペースの利活用方法のアイデアがありましたら上記連絡先までご連絡くだ

さい。 今後の検討の参考にさせていただきます。

また、 利活用方法が決定するまでの間、 イベント等で一時利用をされたい方を募集

します。 一日単位での利用や、 部分的な利用も可能です。 料金等の詳細は、 上記

連絡先までお問合せください。

空きスペースの最寄り出入口
「ベルビア」 １階北側空きスペース「ベルビア」 １階北側空きスペース
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information
投票所の閉鎖時刻が繰上
げられます（一部投票所）

お知
らせ

申込 ・ 問　 健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105 問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

問　選挙管理委員会事務局　☎72-2101 （212）

ピックアップ情報

お知
らせ

イベ
ント

お知
らせ

料理講座 食生活改善推進協議会

多留姫文学自然の里
「稲虫まつり」 オオキンケイギク（特定外来生物）を駆除しましょう

問　生涯学習課　生涯学習係　☎72-2101 （内線 633）

日時 6 1月 日 （土）　９時３０分～　※雨天中止

内容 稲につく害虫を追い払い、 豊作を祈願する伝統

行事です。

自分で描いた虫の絵などを田の周りに飾り付け

ます。

場所 中沢公民館→多留姫文学自然の里 「神田」

料金 無料

持ち物 「参加カード」 （ない子どもには当日配布）

その他 雨天中止の場合は、 中沢公民館と多留姫文学

自然の里 「神田」 にイベント中止の案内板を

設置します。

おいしく・楽しく健康講座

申込 ・ 問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

市内在住の20歳以上の方　

※修了証を取得済の方は受講できません。

対象

健康管理センター場所

16名定員

無料受講料

エプロン ・ 三角巾 ・ 筆記用具　飲み物持ち物

６月１３日 （木） までに電話でお申し込みくだ

さい。

申込方法

・ 特定の回だけの受講はできません。

・ 都合により、 講座の内容が変更になることが

あります。

・ 講座で修了証を取得した方は、 地域の料理講

習会や離乳食作りなどで活躍している食生活

改善推進協議会 （食改） に入会できます。

 食改については次ページに掲載しています。

その他

日時・内容

日　時 内　容

6月27日（木）

9時30分～12時30分

オリエンテーション・自己紹介・尿中塩分

測定

調理実習「汁物の基本」

7月17日（水）

9時30分～12時30分

血圧が高いと何が問題？尿中塩分測定

の結果は？

調理実習「和え物、炒め物」

8月23日（金）

9時30分～12時30分

簡単にできるバランスの良い食事の摂

り方は？

調理実習「焼き物」

9月18日（水）

9時30分～12時30分

手軽にできる室内運動

食生活改善推進協議会の活動について

調理実習「煮物」

10月18日（金）

9時30分～12時30分

健診結果で何がわかるの？

調理実習「寒天料理」・修了証交付

内容 食生活改善推進協議会の推進員と、 災害時に役

立つパッククッキング （真空調理） を学び、 体

験する講座です。

【作る料理】 ご飯、 肉じゃが、 とりハムと梅ドレ

サラダ、 オレンジ蒸しパン

日時 6 19月 日 （水）　１０時～正午

場所 健康管理センター

料金 １人 / ３００円

持ち物 エプロン、 三角布、 筆記具、 飲物

内容 今後、 執行される選挙から、 投票所と開票所ま

での距離が一定以上ある下記の投票所について、

投票日当日の投票所閉鎖時刻が１時間繰上げとな

ります。

加入条件 おいしく ・ 楽しく健康講座 （前ページに掲載）

に参加し、 修了すること

私
た
ち
と
一
緒
に

食
育
活
動
を
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

内容 食生活改善推進協議会 （通称食改） は 「私たち

の健康は私たちの手で」 をスローガンに、 家庭や

地域へ健康の輪を広げる活動をしています。 全国

的な組織で、 茅野市協議会は約30名の会員が活

動しています。

【主な活動内容】

●毎月の研修 （健康に関する学習や調理実習）

●地域や市で行う料理教室や乳幼児健診の試食作り

●市内高校生や小学生を対象とした調理実習

※調理実習では、 野菜たっぷり適塩料理、 地域

食材を活用した料理などを実施しています。

対象 茅野市在住、 在勤の方

定員 20 名

５月２２日 （水） から６月１２日 （水） までに、

電話でお申し込みください。

申込方法

期日前投票所の増設

日と時間を指定した期日前投票所を湖東地区コミュニティ

センターと北山地区コミュニティセンターにおいて開設す

る予定です。

投票日当日の投票時間

【現行】　午前７時～午後８時まで

【今後】　午前７時～午後７時まで （１時間繰上げ）

閉鎖時刻が１時間繰上げとなる投票所

第４４笹原投票所、 第４５柏原投票所、 第４６湯川投票所、

第４７芹ケ沢投票所、 第４８糸萱投票所、 第４９白樺湖投

票所、 第５０蓼科投票所

対象 湖東地区笹原投票所有権者、 北山地区全投票所有権者

問　環境課　環境保全係　☎72-2101 （内線 263）　　
E-mail　kankyo@city.chino.lg.jp

オオキンケイギクの特徴

・ コスモスに似た形状の黄色い花を咲かせる。

・ 花びらの先端には不規則なギザギザが４～５つある。

・ 葉は細長いへら状で、 根元から放射状に生える。

・ 強靭な繁殖力で在来種の生息場所を奪い、 生態系に悪

影響を及ぼす。

駆除方法

・ 丁寧に抜き取る。 広範囲に生育している場合は地上部

を刈り取る。

・ 翌年以降も種子の発芽や根茎からの再生がみられなく

なるまで継続する。

・ 作業時の土壌かく乱を避け、 埋め戻す。

処分方法

・ 駆除したオオキンケイギクは、 種子や根などが出ないよ

う密閉できるゴミ袋などに入れて枯らし、 燃えるゴミと

して処分する。

※特定外来生物は生きたまま運搬することが原則禁止さ

れています。

外来生物法により、 生態系や、 農林水産業、 人の生活に悪影響を及ぼすおそれがあるとして、 指定された生き物や

植物です。 栽培や飼育などは原則禁止されています。

特定外来生物とは

特徴や駆除方法などの

詳細は茅野市のホーム

ページをご覧ください。
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らせ

申込 ・ 問　 健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105 問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

問　選挙管理委員会事務局　☎72-2101 （212）

ピックアップ情報
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料理講座 食生活改善推進協議会

多留姫文学自然の里
「稲虫まつり」 オオキンケイギク（特定外来生物）を駆除しましょう

問　生涯学習課　生涯学習係　☎72-2101 （内線 633）

日時 6 1月 日 （土）　９時３０分～　※雨天中止

内容 稲につく害虫を追い払い、 豊作を祈願する伝統

行事です。

自分で描いた虫の絵などを田の周りに飾り付け

ます。

場所 中沢公民館→多留姫文学自然の里 「神田」

料金 無料

持ち物 「参加カード」 （ない子どもには当日配布）

その他 雨天中止の場合は、 中沢公民館と多留姫文学

自然の里 「神田」 にイベント中止の案内板を

設置します。

おいしく・楽しく健康講座

申込 ・ 問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

市内在住の20歳以上の方　

※修了証を取得済の方は受講できません。

対象

健康管理センター場所

16名定員

無料受講料

エプロン ・ 三角巾 ・ 筆記用具　飲み物持ち物

６月１３日 （木） までに電話でお申し込みくだ

さい。

申込方法

・ 特定の回だけの受講はできません。

・ 都合により、 講座の内容が変更になることが

あります。

・ 講座で修了証を取得した方は、 地域の料理講

習会や離乳食作りなどで活躍している食生活

改善推進協議会 （食改） に入会できます。

 食改については次ページに掲載しています。

その他

日時・内容

日　時 内　容

6月27日（木）

9時30分～12時30分

オリエンテーション・自己紹介・尿中塩分

測定

調理実習「汁物の基本」

7月17日（水）

9時30分～12時30分

血圧が高いと何が問題？尿中塩分測定

の結果は？

調理実習「和え物、炒め物」

8月23日（金）

9時30分～12時30分

簡単にできるバランスの良い食事の摂

り方は？

調理実習「焼き物」

9月18日（水）

9時30分～12時30分

手軽にできる室内運動

食生活改善推進協議会の活動について

調理実習「煮物」

10月18日（金）

9時30分～12時30分

健診結果で何がわかるの？

調理実習「寒天料理」・修了証交付

内容 食生活改善推進協議会の推進員と、 災害時に役

立つパッククッキング （真空調理） を学び、 体

験する講座です。

【作る料理】 ご飯、 肉じゃが、 とりハムと梅ドレ

サラダ、 オレンジ蒸しパン

日時 6 19月 日 （水）　１０時～正午

場所 健康管理センター

料金 １人 / ３００円

持ち物 エプロン、 三角布、 筆記具、 飲物

内容 今後、 執行される選挙から、 投票所と開票所ま

での距離が一定以上ある下記の投票所について、

投票日当日の投票所閉鎖時刻が１時間繰上げとな

ります。

加入条件 おいしく ・ 楽しく健康講座 （前ページに掲載）

に参加し、 修了すること

私
た
ち
と
一
緒
に

食
育
活
動
を
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

内容 食生活改善推進協議会 （通称食改） は 「私たち

の健康は私たちの手で」 をスローガンに、 家庭や

地域へ健康の輪を広げる活動をしています。 全国

的な組織で、 茅野市協議会は約30名の会員が活

動しています。

【主な活動内容】

●毎月の研修 （健康に関する学習や調理実習）

●地域や市で行う料理教室や乳幼児健診の試食作り

●市内高校生や小学生を対象とした調理実習

※調理実習では、 野菜たっぷり適塩料理、 地域

食材を活用した料理などを実施しています。

対象 茅野市在住、 在勤の方

定員 20 名

５月２２日 （水） から６月１２日 （水） までに、

電話でお申し込みください。

申込方法

期日前投票所の増設

日と時間を指定した期日前投票所を湖東地区コミュニティ

センターと北山地区コミュニティセンターにおいて開設す

る予定です。

投票日当日の投票時間

【現行】　午前７時～午後８時まで

【今後】　午前７時～午後７時まで （１時間繰上げ）

閉鎖時刻が１時間繰上げとなる投票所

第４４笹原投票所、 第４５柏原投票所、 第４６湯川投票所、

第４７芹ケ沢投票所、 第４８糸萱投票所、 第４９白樺湖投

票所、 第５０蓼科投票所

対象 湖東地区笹原投票所有権者、 北山地区全投票所有権者

問　環境課　環境保全係　☎72-2101 （内線 263）　　
E-mail　kankyo@city.chino.lg.jp

オオキンケイギクの特徴

・ コスモスに似た形状の黄色い花を咲かせる。

・ 花びらの先端には不規則なギザギザが４～５つある。

・ 葉は細長いへら状で、 根元から放射状に生える。

・ 強靭な繁殖力で在来種の生息場所を奪い、 生態系に悪

影響を及ぼす。

駆除方法

・ 丁寧に抜き取る。 広範囲に生育している場合は地上部

を刈り取る。

・ 翌年以降も種子の発芽や根茎からの再生がみられなく

なるまで継続する。

・ 作業時の土壌かく乱を避け、 埋め戻す。

処分方法

・ 駆除したオオキンケイギクは、 種子や根などが出ないよ

う密閉できるゴミ袋などに入れて枯らし、 燃えるゴミと

して処分する。

※特定外来生物は生きたまま運搬することが原則禁止さ

れています。

外来生物法により、 生態系や、 農林水産業、 人の生活に悪影響を及ぼすおそれがあるとして、 指定された生き物や

植物です。 栽培や飼育などは原則禁止されています。

特定外来生物とは

特徴や駆除方法などの

詳細は茅野市のホーム

ページをご覧ください。
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